
平成 25 年７月 26 日

国 土 交 通 省

「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」

及び「港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備等に関する政令」について

１．背景

第１８３回国会において、非常災害時における港湾機能の維持に資するよう、国土

交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる航路や船舶の待避場所として開

発・保全できる航路を定める制度の創設等を内容とする「港湾法の一部を改正する法

律」（平成２５年法律第３１号）（以下「改正法」という。）が成立し、平成２５年６

月５日に公布された。

今般、改正法における一部の規定について、公布の日から起算して２月を超えない

範囲内において政令で定める日から施行することとされていることに伴い、当該規定

の施行期日を定めるとともに、地方道路公社法施行令（昭和４５年政令第２０２号）

等の関係する５本の政令の整備等を行う必要がある。

２．概要

（１）港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

改正法の一部の規定（国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる

航路を定める制度等に係る改正規定）の施行期日を平成２５年８月１日とする。

（２）港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

地方道路公社等が緊急確保航路（国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより

啓開できる航路）内において水域占用等を行う場合について、許可を受けるのでは

なく、国土交通大臣と協議を行うこととする等の改正を行う。

３．閣議決定日

閣 議 平成２５年７月２６日（金）

公 布 平成２５年７月３１日（水）

施 行 平成２５年８月 １日（木）

問い合わせ先

国土交通省港湾局総務課 土居

技術企画課 菊地

連絡先 03-5253-8111（内線46162,46532)

03-5253-8662（直通）

 

 


